
坂戸市外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱  

平成１９年８月８日  

坂戸市告示第２２８号  

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下

「法」という。）に基づく外部の労働者からの公益通報を適正に処理する

ため、公益通報に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。  

(1) 公益通報 法第２条第１項に規定する公益通報のうち、同項に規定す

る処分又は勧告等（第４号及び第４条第２項において「処分等」とい

う。）をする権限を有する市の機関に通報することをいう。  

(2) 通報対象事実 法第２条第３項に規定する通報対象事実をいう。  

(3) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員

会、固定資産評価審査委員会及びこれらに置かれる機関並びにこれらの

機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

をいう。  

 (4) 担当課等 公益通報に係る通報対象事実について処分等の権限を有す

る市の機関及び当該処分等に係る事務を所管する市の機関に属する課等

をいう。  

 （通報窓口等）  

第３条 公益通報及び公益通報に関する相談を受け付けるための窓口（以下

「通報窓口」という。）を総務部庶務課に置く。  

２ 公益通報は、面会、電話、郵便、電子メールその他適切な方法により行

うものとする。  

３ 通報窓口は、公益通報としての通報があったときは、当該通報者の秘密

の保持に配慮しつつ、当該通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容を把

握の上、公益通報受付書（別記様式）に必要事項を記入し、その写しを担

当課等に送付するものとする。  

 （通報者への通知等）  

第４条 担当課等は、前条第３項の規定により公益通報受付書の写しの送付

を受けた後、当該通報を公益通報として処理することとしたときはその旨



を、公益通報として処理しないこととしたときはその旨を、当該通報者に

対し遅滞なく通知するものとする。  

２ 通報窓口は、公益通報に係る通報対象事実について、市の機関が処分等

の権限を有しないと認めるときは、当該通報者に対し、権限を有する行政

機関を遅滞なく教示するものとする。  

 （調査の実施）  

第５条 担当課等は、前条第１項の規定による公益通報の処理に当たっては、

適切な法執行の確保、通報者の秘密の保持及び利害関係人の営業秘密、信

用、名誉、プライバシー等（以下「利害関係人の営業秘密等」という。）

に十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ適切な方法により調査を行い、調

査結果を取りまとめるものとする。  

２ 担当課等は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密等に配慮し

つつ、必要に応じ、当該通報者に対し、調査の進 捗
ちょく

状況を通知するもの

とする。  

３ 担当課等は、調査結果を取りまとめたときは、適切な法執行の確保及び

利害関係人の営業秘密等に配慮しつつ、当該通報者に対し、遅滞なく当該

調査結果を通知するものとする。  

 （調査結果に基づく措置等）  

第６条 担当課等は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法

令に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。  

２ 担当課等は、前項の規定による措置をとったときは、適切な法執行の確

保及び利害関係人の営業秘密等に配慮しつつ、当該通報者に対し、遅滞な

く当該措置の内容を通知するものとする。  

 （秘密保持の徹底等）  

第７条 公益通報の処理に従事する者は、公益通報に関する秘密を漏らして

はならない。  

２ 公益通報の事案について自らが関係する職員は、当該公益通報の処理に

関与してはならない。  

 （公益通報関係資料の管理）  

第８条 通報窓口及び担当課等は、公益通報の処理に係る記録及び関係資料

について、通報者の秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理しなければ

ならない。  

 （委任）  



第９条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

   附 則  

 この告示は、公布の日から施行する。  



公益通報受付書 

通 報 日 時 年  月  日（  ）    時  分 
受 付 者 

（内線） 

 

（   ） 

通報の方法 
□面会  □郵便  □電子メール  □ＦＡＸ  □電話 

□その他（                           ） 

通 報 者 

 
住 所 
 

氏 名 
 

勤務先 
 

被通報者との関係  雇用・派遣・請負（委託）・その他（     ） 
 

希 望 す る 

連 絡 先 等 

 
□ 電話（自宅・職場・携帯・その他（       ）） 

・電話番号                  ・希望する時間帯 

 

□ 電子メール（自宅・職場・携帯・その他（       ）） 

 

 

□ ＦＡＸ（自宅・職場・その他（       ）） 

 

 

□ 郵便（自宅・職場・その他（       ）） 

 

 

□ その他（                                       ） 

 

関係事業者 

・ 部  署 
 

通報の内容 

 
※ いつ、どこで、誰が、何を、どうしたか（どうしようとしているか）

等について記入 

証拠書類等  

事務処理欄  

 

別記様式（第３条関係） 


